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平均寿命が長くなった現代、いかに毎日を健康的に生きることができるかが、

幸せな生活を送る上でも重要になってきています。そこで今回は、「セルフメデ

ィケーション」について掲載します。 

 

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」

（WHO：世界保健機関による定義）を意味しています。 

 

① 毎日の健康管理の習慣や医療・薬についての知識が身につく 

② 病気などにより、医療機関を受診する手間と時間が省かれる 

③ 通院等が減ることで、医療費の増加が抑制される 

 

・特定健康診断や定期健康診断の活用 

まずは自分の体の状態を知ることが大切です。比布町の国民健康保険加入者

で４０歳以上の方を対象として実施される「特定健診」や、勤務先で実施され

る「定期健診」などを活用しましょう。 

・健康管理の習慣化 

適度な運動と栄養バランスのよい食事、十分な睡眠や休息の確保を心がけ、

体の自然治癒力を高めましょう。また、普段から体重や体脂肪・血圧・体温な

どの推移を記録しておくことも、健康状態の把握に役立ちます。 

・OTC医薬品(市販薬)の活用 

OTC医薬品とは、医師の処方箋がなくても、薬局などで購入できる医薬品(市

販薬)のことです。風邪のひきはじめや軽微なケガの時に、OTC 医薬品を上手

に活用することもセルフメディケーションの取り組みになります。使用時は必

ず説明書を読んで、正しい用法・用量を守りましょう。購入時に薬剤師等に相

談したり、体調が改善しない場合はすみやかに医療機関を受診しましょう。 

○セルフメディケーションの取組効果 

○セルフメディケーションに効果的に取り組むには… 

～今回のテーマ：「セルフメディケーション」について～ 

○セルフメディケーションって何？ 



 

【 国保医療係からのお知らせ 】 

 

 

比布町では、高校・高専等に通う学生や、町内在住の親等の扶養を受け

ている方が、満18歳に達する日以後の最初の３月３１日までに病院等を

受診した際の医療費の自己負担分を、町内で使用できる商品券で助成する

事業を行っています。 

申請には、①領収書の原本（②入院または高額な医療費がかかった場合

は、自己負担限度額認定証等の自己負担区分がわかるもの）を役場保健福

祉課国保医療係へお持ちいただき、申請書を提出いただきます。 

申請内容を確認後、比布商工会（中町２丁目１番２０号）で商品券と交

換ができる引換券を郵送します。引換券を受領後１か月以内に比布商工会

で、商品券と交換してください。 

また、病院等の受診日から約２年間は申請することができます。未申請

の領収書がありましたら、お気軽に申請してください。 

※１ 助成対象金額は５００円単位とし、端数の金額は切り捨てます 

 ※２ 保険外診療（文書作成料、薬の容器代等）は、助成対象外です 

 

 

 

 

 

 

 
 



公的医療保険制度
加入者の皆様へ

こども・子育て世帯を応援！

子ども・子育て支援金制度が開始します

いつから始まるの？

支援金は令和８年４月分から医療保険料とあわせて拠出いただきますが

実際に徴収が開始する時期は加入する医療保険によって異なります。

※被用者保険に加入している方は給与所得から、年金を受給されている方は年金額から天引きとなります。

なぜ独身者や高齢者も負担する必要があるの？

・子育て支援は、こどもたちが健やかに成長していくためのものであり
そのこどもたちは将来おとなになりこの社会を支える担い手となるため

子育て支援は全ての方にとってメリットがあります。

・そのため、独身者や高齢者も含む全世代や企業の皆様から
拠出いただくこととしております。

こども家庭庁HP

支援金額はどのくらいになるの？

※支援金制度の導入に当たっては、社会保障分野の歳出改革等をあわせて行うこととしており、
国民の皆様に追加のご負担を求めることのない仕組みとしています。

詳しくは、「子ども・子育て支援金に関する試算」をご参照ください

支援金額は加入する医療保険制度や所得に応じて異なりますが、

全ての医療保険制度の加入者で平均すると、

令和10年度で月額 450円（令和８年度は250円）と試算しています。

「子ども・子育て支援金制度」って何？

※支援金が充てられる給付は法定されているため、国会での審議や法改正なしに使い途を増やすことはできません。

・「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、

それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、

こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

・支援金は児童手当の拡充など６つの事業に充てられます。詳細は裏面をご確認ください。



子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内

児童手当の拡充

●所得によらず、支給の対象となります。

●支給期間を高校生年代まで延長します。

●第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅

増額します。

●4か月に1回から、2か月に1回の支給になります。

育児時短就業給付

「育児時短就業給付」を創設し、

こどもが２歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、

時短勤務時の賃金の原則10％を支給します。

出生後休業支援給付
「出生後休業支援給付」を創設し、

子の出生直後の一定期間内に

両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、

最大28日間、手取りの10割相当を支給します。

妊婦のための支援給付

「伴走型相談支援」

の面談と合わせて、

・妊娠届出時に5万円

・妊娠後期以降に

妊娠している

こどもの数×5万円

を支給します。

国民年金保険料免除
育児期間中の

国民年金の第1号被保険者の方を対象に、

育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。

※令和６年10月分から拡充

※令和７年度から制度化

※令和７年度から実施

※令和７年度から実施

※令和８年10月から実施

こども誰でも通園制度

「こども誰でも通園制度」は、

保育所等に通っていない0歳6カ月から

満3歳未満のこどもが

時間単位等で柔軟に利用できる制度です。

（こども１人当たり10時間／月）

※令和７年度は希望自治体、令和８年度より全国実施

その後も
継続的に
支援

妊娠後期

妊娠している
こどもの数

×５万円

妊娠
届出時

５万円

12ヶ月 4ヶ月 9ヶ月

児童手当の拡充

子ども・子育て支援金制度についてもっと知りたいときは

担当職員による紹介記事 三原大臣からのメッセージこども家庭庁のHP

（概要説明）







消防団員募集中
募集資格：比布町在住又は在勤で、18歳以上の方

(性別は問いません。)

団員処遇：年報酬、出動手当が支給されます。
公務災害補償、退職報奨金(勤続5年～)
表彰等の制度があります。

団員身分：非常勤特別職の地方公務員

問合わせ：比布消防署団事務係
TEL 0166‐85－2224

あなたの命を守るのは住宅用火災警報器です。

左図のような住警器をみなさん寝室
に設置されていますか？
煙を感知すると知らせてくれる物を
購入し設置しましょう。
就寝中などあなたの命に迫る危険を
知らせてくれます。

119 NEWS
比布消防署 2026. 2. 4
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一例ですが、天井以外にも右図のよう
に壁に取り付けることも可能です。
「住警器 設置方法」でネット検索、
又は消防署に取り付けマニュアルもあ
りますのでお問い合わせください。

【急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし】

2025年度 全国統一防火標語

設置済みの方は定期的な
点検をお願いします。
交換目安は１０年です。
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